
 

 

 

 

提     案 

 

 

日本学術会議会則の一部を改正する規則案 

 

 

 １ 提 案 者  会長 

 

 

 ２ 議  案  日本学術会議会則の一部改正について、別紙案のとおり改正すること。 

 

 

 ３ 提案理由  総会の会議録について、インターネットを利用した閲覧が許容される

旨を規則において明確にするため。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提 ２ 

総 会 １８７ 

資料５ 



 

 

 

 



○
日
本
学
術
会
議
規
則
第
一
号

日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
学
術
会
議
会
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年

月

日

日
本
学
術
会
議
会
長

梶
田

隆
章

日
本
学
術
会
議
会
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

日
本
学
術
会
議
会
則
（
平
成
十
七
年
日
本
学
術
会
議
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
総
会
の
議
長
等
）

（
総
会
の
議
長
等
）

第
十
八
条

［
略
］

第
十
八
条

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

会
長
は
、
総
会
の
会
議
録
を
作
成
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
の

５

会
長
は
、
総
会
の
会
議
録
を
作
成
し
、
閲
覧
の
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。
た

用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
学
術
会
議
の
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認
め

だ
し
、
学
術
会
議
の
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
閲
覧
の
用
に
供
し
な

る
場
合
、
閲
覧
の
用
に
供
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

い
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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提   案 

日本学術会議傍聴規則の一部を改正する規則案 

１ 提 案 者  会長 

２ 議  案  日本学術会議傍聴規則の一部改正について、別紙案のとおり改正する

こと。 

３ 提案理由  オンラインによる傍聴等も踏まえ、傍聴にあたり登録すべき事項及び

登録方法を見直すため。 

提 ３ 

総 会 １８７ 
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○
日
本
学
術
会
議
規
則
第
二
号

日
本
学
術
会
議
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
学
術
会
議
傍
聴
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年

月

日

日
本
学
術
会
議
会
長

梶
田

隆
章

日
本
学
術
会
議
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

日
本
学
術
会
議
傍
聴
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
日
本
学
術
会
議
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二
条

傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
傍
聴
人
」
と
い
う
。）
は
、
そ
の
氏
名
、

第
二
条

傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
傍
聴
人
」
と
い
う
。）
は
、
そ
の
住
所
、

所
属
及
び
連
絡
先
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

氏
名
、
年
齢
及
び
職
業
を
備
付
け
の
帳
簿
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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